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新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。大

きな災厄もなく、無事に新年を迎えることができました。新型コロナウイルスの

感染拡大は引き続き油断できない状況ですが、工夫しながら自治会活動を継続し

ていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。 

さて、前回の秋号では「役員会は一度も開催出来ておりません」と書きました

が、10 月からはコロナも落ち着いたので、おかげさまで毎月開催することがで

きています。この調子で継続できることを願っています。そこでやはり、前号で

も書きましたが、「顔の見える関係」が地域課題の共有と解決策の検討には必要

不可欠であることを実感しています。役員会では「ゴミ分別マナー等の問題」「詐

欺など不審者に関する情報共有」「万が一災害が起きた際の備え」「住民の皆様へ

の情報発信手段（平常時・非常時それぞれ）」など、様々な課題について意見交

換を行っています。 

そこであらためて、自治会活動は役員だけで行うものではない事も感じていま

す。自治会の目的は「快適で居住しやすい地域社会を目指して共同生活する」こ

とです。快適で居住しやすいと感じる基準は人それぞれですが、共同生活におい

ては、互いに快適と思い合える環境を一緒に考えていく事が重要です。最近、転

入してこられる方が増えているようです。ぜひ近隣同士で声を掛け、自治会への

加入を促して頂けると幸いです。コロナ禍で、顔の見える関係を促進するための

様々な行事が中止となっている現状は誠に残念ですが、地域課題の共有と解決策

の検討に住民全員が関わることができるよう、自治会役員一同でサポート役を務

めていく所存です。 

つきましては、住民全員が関わる最大の機会である「自治会総会」ですが、か

つては自治会館に大勢の方々にお集まりいただき、活発な意見交換を行っていた

と聞いています。しかし、コロナ禍以降は役員会すらままならない世の中ですの

で、総会は書面開催となっています。顔の見える関係が進まないことは残念です

が、今年も総会は書面開催の準備をさせていただきます。 

最後になりましたが、年始ですので今年の目標を立ててみました。自治会のホ

ームページを作る、オンライン会議の環境構築、西鎌倉地区連合会との関係の整

理、自治会活動に貢献されている「たすけあいの会」や「あいあいの会」の自治

会組織への位置付けなど･･おっと欲張りすぎてしまいました。これでは目標では

なく「初夢」のレベルですね（汗）。詳細は次回「総会号」でお伝えします。お

楽しみに。 

                       （会長 古石 正史） 
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「宵空き（よいあき）」という言葉をご存知でしょうか。これは、夕暮れから

夜間を狙った空き巣のことを意味する用語です。私たちを悩ませる空き巣は、

主に家庭内の金品を狙って行われますが、その中でも特に夕暮れから夜間や、

秋から冬にかけての時期に被害件数が多いと言われています。人目を避けて犯

行に及ぶ空き巣犯にとっては、夕暮れから夜間にかけての時間帯や、日照時間

が短い秋から冬にかけての時期ほど、人目につきにくく犯行に及びやすいから

です。そのため、宵空きに該当する時間帯や時期には、特に空き巣被害の注意

が必要です。 

 

セコムなどのホームセキュリティシステムを利用されているご家庭も多い

かと思いますが、基本である施錠確認も忘れずに徹底するようにしましょう。 

➢ ゴミ出しなど、少しの間でも必ず戸締りをしましょう。 

➢ 浴室やトイレの小窓など、一見狭いから大丈夫と思いがちな所も戸締りを

しましょう。 

➢ 上階のベランダや小窓も必ず鍵をかけましょう。 

➢ ホームセンターで手に入る窓やサッシに取り付ける追加の施錠器具も防

犯性が高まります。 

 

（副会長/防災防犯委員長 伊齋田 創一） 
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2021 年も日本だけでなく世界中で多くの自然災害が発生した年でした。コロ

ナ感染拡大も収まらない中で自治会として、また個人としても、有事の適切な行

動には情報収集と平時からの備えが必要だと感じています。 

そこで、防災部からは有事の際の情報収集の助けになる「鎌倉市防災・安全情

報メール配信サービス」と平時からの備えとしても活用できる「鎌倉市防災情報

ハンドブック」をご紹介します。ぜひご活用ください。 

 

● 鎌倉市防災・安全情報メール配信サービス（携帯電話やパソコンへのメール配信）  

 

【配信内容】防災行政用無線（防災かまくら）で放送される情報 

安全安心情報（不審者等） 

【登録方法】携帯またはパソコンから登録/メールアドレスのみで 

氏名や住所の登録は不要 

 

 

  

● 「鎌倉市防災情報ハンドブック」鎌倉市市民防災部 総合防災課 (2022 年 1 月作成)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←鎌倉市で想定される地震・

風水害、ハザードマップ、地

震・風水害発生時の行動、地

震・津波・風水害情報解説、

災害時の避難施設一覧など

が図やイラストを使ってとても

わかりやすく記載されていま

す。 

ぜひ各家庭に 1冊！ 

携帯からの登録 

https://service.sugumail.com/kamakura/  

鎌倉市ホームページから PDF 版をダウンロードで

きます。（全 38 ページ） 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/sougou

bousai/documents/handbook.pdf 
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【西鎌倉住宅地住民の避難場所】 防災情報ハンドブックより 

① 広域避難場所：東レ基礎研究センター （大災害発生時に避難する空き地） 

② 指定避難所：西鎌倉小学校/手広中学校（災害発生のおそれがある場合に開設） 

西鎌倉小学校避難所マニュアル改訂中/食料や防災資機材の備蓄あり 

   

  （防災部長 久次 奈美） 

 

 

災害時集合場所 

自宅から一番近い集合場所を確認しておきましょう 
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(シャッターの瞬間だけマスクを外しています) 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度防犯功労団体表彰で西鎌倉住宅地自治会が表彰されました。 

10月 8日に鎌倉警察署長から表彰状が授与されました。 

 

 
◆点検商法にご注意ください◆ 
近所で工事をしているという業者が来てこう言います。 

・お宅の屋根の釘が抜けているのが見えた 

・屋根が浮いているのですぐに直した方が良い 

・釘が浮いていて、すぐに雨漏りしますよ！ 

話を聞くと「親方がお宅の屋根の異常を見つけたので教えてあげて来いと言われて

来た」と言うのです。 

 

ビックリしていると「親方に言われたので、今なら梯子が有るのですぐに屋根に登

って見てあげますよ、無料で点検してあげますよ」と、親切に言ってくれますが、本

当は全部ウソです。最近この様な新手の訪問営業が増えていて、皆さんを困らせてい

ます。 

このような内容の場合のほとんどが、新手の飛び込み営業・訪問販売の点検商法で

す。その話に応じますと、彼らは屋根に上がって短時間で簡単な工事はするのです。

ですから詐欺行為ではないのです。そして現金で 2～3万円の工事費支払いを要求して

きます。これを防犯協会では「点検商法」と言っています。 

見えない屋根の上で彼らが何をするか、下からは見えません。このような「親切業

者」を実際に屋根に上らせるのは絶対に止めましょう。 

職人は名刺や会社のパンフレットなどは提示しません。領収書も発行しません。 

違法ではないので警察は介入できないし、取り締まることはできません。 

悪質な勧誘かどうか判断するのは難しく、強引だなと感じたら即時断ることです。 

住民一人ひとりが注意し自分で防衛することが大切です。 

同様の手口でシロアリ駆除、床下の換気工事、リフォーム、下水の修繕などの業者が

やって来ます。 
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【対応策】 

玄関のチャイムが鳴っても直ぐにドアを

開けないでインターフォン越しに例えば

このように対応しましょう。 

「お宅は何という会社ですか? 」「会

社の所在地(住所)はどこですか?」 

「あなたは誰ですか? お名前は? 」

「名刺、会社内容を持っていますか?」 

「主人と(家内と)相談してからこちらか

ら電話します。」 

「決めた施工業者があるので確認します

から、お断りします。」 

しつこいケースは消費者センターに相談

する。 

鎌倉市消費生活センター 

鎌倉市役所本庁舎 1階 44番窓口 

☎0467-24-0077(直通) 

 

（防犯部長 村山 尚） 
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◇ クリーンデー

昨年、9月 26 日(日)、10 月 31日（日）、11月 28 日（日）、12月 26日(日)、天候に恵

まれ予定どおり実施できました。多数のご参加ありがとうございました。 

プラタナスのひこばえ(樹木の根本にある不定芽から出る長い枝)の切り落とし、雑草

取り、ゴミの収集も行い、並木通りの歩道は歩き易くきれいになりました。 

2022年の予定は、1月 30 日(日)、2 月 20日(日)、3月 13日(日)です。皆様のご参加

をお待ちしています。 

◇ ゴミの出し方

ゴミをルールに従い正しく出していただくようお願いしているところですが、依然と

して生ゴミ・紙屑など燃やすゴミを有料袋に入れないで出す、月１回の不燃ゴミを有料

袋に入れないで出す、収集日以外の日に出す等の事例が見受けられます。利用者から自

治会で対策を検討してほしいとの意見が寄せられました。 

そこで、昨年 11月 7日自治会役員会で検討しましたので、その内容を下記の通りお知

らせします。 

正しいゴミの出し方の周知について          環境衛生部 

１． 4丁目貯水タンク下クリーンステーションの利用者から環境衛生部へ 

10 月 20 日(水)４丁目貯水タンク下のクリーンステーションに大量の生ゴミ等が

有料袋に入れないで放置されていたため、烏が食い荒らし道路上に散乱、自治会館

近くまで及んでいたので、管理人を含め近所の人で片づけた。ゴミの中から出した

人が判明したので、注意をしたところ子どもが出したと述べた。この家は自治会に

加入しておらず回覧も回していない。理事会で対策を講じてほしい。 

２． 4丁目プラタナス通り歩道上のクリーンステーションの利用者から市へ 

10月 25日(月)4丁目 3番並木通り歩道上のクリーンステーションに、不燃ゴミが

第１水曜日以外の日に出されて、長期間放置されている。ここでは以前にもこうい

うことがあった。市として対策を講じてほしい。 

対策(案) 

① ブロック長から、転入者に対して自治会への加入を勧める。そうすれば「ゴミ

の出し方についてのお願い」のチラシを回覧できる。

② ブロック長は、転入者があったことを環境衛生部へ連絡する。

③ 環境衛生部は転入者に対して、市作成「資源物とゴミの分け方・出し方」の冊

子、環境衛生部作成のゴミカレンダー、ゴミの出し方についてのお願いのチラ

シを渡し説明して協力を求める。

④ ４丁目の利用者に対して市と自治会の連名で「家庭ゴミの排出について(お願

い)」のチラシを回覧する。

⑤ 従来からの利用者でルール違反があった場合は、個別に市、環境衛生部からル

ールの遵守を求める。

（環境衛生部長 山岸 啓一） 
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ワクチン接種により一度は落ち着き始めた新型コロナウイルスの感染ですが、

オミクロン株による感染拡大により、再び警戒を強めなくてはいけなくなってき

ました。警戒にあたって指標となるのが、神奈川県が発表するレベル分類です。

日本の新型コロナウイルス感染症対策分科会において新たなレベル分類の考え

が提示され、それにともなって従来のステージ分類が廃止され、新たに「医療の

ひっ迫状況等を評価するレベル分類」を神奈川県も導入することとなりました。

神奈川県のホームページにおいて、現在のレベルが発表されています。

現在(1月 30日)は、レベル 3で、一般医療を相当程度制限しなければ新型コロナへの

医療対応ができず、医療が必要な人への適切な対応ができなくなる状況です。この発表

を注視し、自治会館の利用が危険と判断したときには、レベルが下がるまで利用

の中止も判断します。また逆にレベルが高くない状態であれば、いたずらに警戒

しすぎず、アルコール消毒や換気、マスクの着用などを徹底しつつ、自治会館を

交流の場として開放していきます。 

現在、西鎌倉の自治会館では 3 名の管理人の方々が、日々会館を管理してくだ

さっています。通常業務に加えて、スリッパや手すり、エアコンの消毒や加湿器

の稼働なども行っていただいています。今後、どのような状況になっていくかわ

かりませんが、自治会館が多くの利用者に心地よく、安全に利用していただける

ことを目指し続けていきます。そのために管理人の方々も日々さまざまな配慮や

業務を行ってくださっています。ご利用者の方々におかれましても、ルールを遵

守し、ウイルス感染への警戒のみならず、ケガや事故などないようにお気をつけ

ください。そうして日常でも非常時でも、地域の皆様が交流や助け合いのできる

場として自治会館をご利用いただけたらと思います。 

（副会長/自治会館管理委員長 大田 忍） 

参照：

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/

covid19/ms/level.html 
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昨年 11 月 13 日（土）15 時から自治会館の部屋を借り、神輿の風通し（虫干し）

をいたしました。コロナ禍のため、神輿は 2 年間お祭もできない状態で倉庫の中に

入れっぱなしだったようです。カビがついていないかどうか倉庫から出し確認をし

たところ、保管の状態がよく、カビの発生はありませんでした。倉庫の中は一年中

除湿機が稼働されており、ほとんど湿気がない状態だったからだと思います。 

神輿を出してからは、初めて参加する人が多かったこともあり、組立・飾り付け

に挑戦してみました。経験者何人かの記憶をたどりつつ、資料及び写真を見ながら

の作業でした。最後に紅白の綱を巻き付け、その日は終了といたしました。 

翌日、神輿を倉庫にしまう前に、その場にいた 5〜6 人の子どもたちで神輿を担

いで楽しみました。その後、新しい紙で細部を覆い、飾り物ひとつひとつを包み、

防虫剤を入れ、倉庫に収めました。 

子ども会、あいあいの会、自治会文化部等、約 20 名の人たちにご協力いただ

き、大変お世話になりました。 

早くコロナが収まり、お祭りが再開できることを願っています！ 

（文化部長 濱野 健一） 
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「福寿会」は高齢者（主として 60 歳以上）の親睦を深める集いです。 
住み慣れた地域で “袖振り合うも多生の縁” と、声を掛

け合い、笑顔で挨拶を交わして、楽しく、元気な生活が 
出来るように、各種同好会や行事に参加して、 
フレイル予防！ 免疫力アップ！ に励んでいます!!
楽しい各種、同好会や行事に参加しませんか！？

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

◇ かるた（百人一首） 第 2 土曜日 10：30～12：30 会費：年 2,000 円

私達は第 2 土曜日、自治会館で「百人一首」の
かるた同好会を行っています。  
現在 7 名ですが、毎回楽しく実施しています。 
日本伝統の楽しい遊びで、はじめての方でも 
すぐに楽しめます。  

大勢の方のご参加をお待ちしています！

福寿会、同好会にご入会頂く時はお手数ですが下記の各丁目代表世話人に 
ご連絡ください。 

・福寿会（年会費 2,000 円）と、同好会毎に参加費用が別途必要になります。
1 丁目 峰内美穂 
3 丁目 澤井哲子 

2 丁目 井上祐子 
4 丁目 古川温美  

（総務部長 河野 千種） 

※各種 同好会活動（主として自治会館での活動）

※同好会紹介（今回は 2 種）
◇ 健康体操（やよい会） 毎週月曜日 13：30～15：30 会費：月 2,000 円

公益社団法人 日本 3B 体操 公認指導者
「斎藤たい子」先生にご指導頂いています。  
ボール、ベル、ベルターと言う用具を使い、 
有酸素運動、ストレッチ運動などをして、少しでも
「老い」に負けないよう筋力づくりに励んでいます。 

「三歳～百歳までできる 3B 体操」です。  
現在８名で活動していますので一度気軽に覗いて見てください。 
ご参加お待ちしています。 

同好会 曜日 時間 幹事

・囲碁（西月会） 毎週（月） 13：00～16：00 　近藤

・健康体操（やよい会） 毎週（月） 13：30～15：30 　照屋

・健康マージャン（輝き会） 毎週（火） 12：00～16：00 　河野

・愛唱歌 第2(火） 10：00～12：00 　稲葉

・太極拳 第2･4（水） 13：30～15：30 　近藤

・かるた（百人一首） 第2（土） 10：30～12：30 　羽鳥
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安心して暮らせるまち“西鎌倉”を目指して 

コロナ禍で地域行事が全て中止となっている中で、あいあいの会は一体何をする会

なの？ という問いかけをよくいただきます。広町の蛍を鑑賞する会や夏祭り、お餅

つき大会、和凧作りなど自治会や福寿会、子ども会と協力して、地域行事のお手伝い

をしてきました。メンバーは自治会役員経験者、福寿会、子ども会役員や民生委員、

青少年指導員やそれらの活動の経験者たちのメンバーが、毎月第 3 土曜日の 3時半か

ら開催するあいあいの会に参加しています。 

 自治会が組織されてから 50 数年が経過しています。住民の皆様は、この地に住ま

いを移すにあたり、モノレールが夜遅くまで運行していることや大船、藤沢への交通

の便利さ、南向き斜面で、日当たりや環境が良いことで選ばれたのではと思われます。

子育ても終わり、お仕事にも目途がついたと思う頃に、いつの間にか近隣との距離は

遠くなり「隣は何をする人ぞ」と、言葉も交わしたことのない日々が続きます。引っ

越してきたばかりなのに自治会役員が回ってきて、大変だったなどの声もよく耳にし

ます。役員が回ってくるから、自治会には入りませんという人が増えては大変です。

自治会が担っている地域の役割は様々です。 

「災害は忘れたころにやってくる」といわれていますが、コロナ感染症や温暖化に

よる激しい気象現象、大都市直下型地震などなど、私たちはたくさんの不安要素に取

り巻かれて生活しています。このような緊急時の対応は、隣近所の助け合いや支えあ

いが大きな“力”になります。私たちは、前述した楽しい地域のふれあい活動だけで

なく、災害時にも当年の自治会役員と協力して、“暮らしやすい安心安全なまちづく

り”のために活動したいと考えています。 

2015年にスタートを切った私たちの活動は、ようやく 2018 年 5月に会則を整え、

西鎌倉あいあいの会として発足しました。会則の第 3条(目的)に「この会は、西鎌倉

住宅地に住む人たちが互いに協力し、声を掛け合い、暮らしやすいまちになるよう、

主体的に行動し、安全で快適な魅力的なまちづくりを推進することを目的とする。」

としました。おそらく、自治会の会則と重なり合う部分も多いかと思われます。常に、

当年の自治会役員の皆様と連携し、協力して活動していきたいと考えています。私た

ちは、高齢者福祉、児童福祉、障がい者福祉、地域福祉など様々な分野で活動を重ね

てきました。経験を活かして、住民の皆様と協力して心豊かなあたたかいまちづくり

を目指していきたいと考えています。 

連絡先： 1 丁目 中西一郎  

     3 丁目 石垣佐和子 

2 丁目 嶋方美登里   
4 丁目 森崎成子 

(西鎌倉あいあいの会 樽井彰子) 
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子ども会活動へのご理解とご協力ありがとうございます。 

現在の西鎌倉子ども会の会員数は 60 名と徐々に増えつつあります！ 

引き続きコロナ禍ではありますが、感染予防に気をつけながら本年度の大きな

イベント 2 つを無事に終えることができました。 

 

★ハロウィンイベント 

今年も 100 名の参加申込みがあり、大盛況でした！福寿

会とあいあいの会から多くの方がご協力していただき、無

事開催することができました。ありがとうございます。近

隣の皆様にも差し入れを頂きました。去年からのイベント

ですが、自治会内の幅広い年代のふれあいの場になれれば

と思っています。 

 

★クリスマスイベント 

今年はコロナ感染予防の観点から、公園でクリ

スマスイベントを行いました。列に並んでプレゼ

ント運び、靴下の中にあるものを当てるゲーム、

公園にある木などに引っ掛けてあるクリスマス

ツリーのオーナメントを探すゲームをし、アドベ

ントカレンダーを作るセットを持ち帰ってもら

いました。寒い日でしたが大勢集まっていただき、

楽しくイベントを行うことができました。 

 

今年度は公園掃除を除き、クリスマスイベントで全てのイベントは終了しまし

た。大勢の皆様のご協力、ご参加ありがとうございました。 

 

【お願い】 

再度お願いですが、アルミ缶の回収にご協力をお願いいたします！ 

子ども会では、アルミ缶回収で得た資金を基に、西鎌倉住宅地の子どもたちの

健全な成長のための活動を行っております。アルミ缶（スチール缶は対象外）を

土曜日の朝 8 時半までに透明のビニール袋に入れて、クリーンステーションへお

出しください。 

（書記 渡邊 慶子） 

西 鎌 倉 子 ど も 会 

サブタイトル 







9：00～18：30

0467-31-5288



受付時間　午前／ ７：３０～１１：４５

　　　　　午後／１５：００～１８：００　　　　

休 診 日 火曜・土曜午後・日曜・祝日



ハンド・アンド・サム治療院 パーソナルトレーニング鎌倉ジム

西鎌倉1-2-11-1F

0467-33-2836

（年中無休）

手広5-6-4

（バーミヤン並び）

090-8512-5836

（トレーナー直通）

マッサージ・はり・灸
保険訪問・在宅リハ
交通事故対応可能

見学・相談無料・完全貸切
入会金0円・都度払い
初心者・老若男女歓迎
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秋号で「西鎌倉たすけあいの会」の方々から、今期で活動終了となる旨のお知ら

せを頂きました。しかしながら、その後の話し合いで継続の可能性もあるとのこと

です。どのようにするかは、次回「春夏号」で明らかになるようです。この住宅地

で生活をはじめた最初の世代のメンバーが、50 年以上続けてきた活動を終えざる

を得ない事情を察すると寂しいかぎりです。人と人との交わりが薄らぐ昨今、この

ような地域の活動が世代を超えて引き継がれる、そんな“西鎌倉”であってほしい

と願っています。 

（広報部長 小原 厚志） 
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